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（事業の目的） 

第１条 医療法人財団明理会（以下「法人」という。）が開設する新松戸ロイヤル訪問看 

     護ステーション（以下「ステーション」という。）が行なう指定訪問看護ならびに指 

定居宅サービスに該当する訪問看護事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確

保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の

職員（以下「看護師等」という。）が、病気やけが等により家庭において、継続して

療養を受ける状態および要支援状態または要介護状態にあり、かかりつけの医師が指

定訪問看護または指定介護予防訪問看護（以下「訪問看護」という。）の必要を認め

た利用者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする 

（運営の方針） 

第２条 ステーションの看護師等は、利用者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活 

   活動の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続でき 

   るように支援する 

２ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと密接 

 な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする 

３ 適正な手続きや健全な運営の確保、経済上の利益の提供による誘因や誘導、特定

の主治の医師及び特定の事業者等への誘導を行わないものとする 

（事業の運営） 

第３条 ステーションは事業の運営にあたって、かかりつけ医の訪問看護指示書に基づき  

   訪問看護計画書を立案し適正な訪問看護の提供を行なう 

２ ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの看護師、保 

 健師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士（以下「看護師等」。）に 

 よってのみ訪問看護を行なうものとし、第三者への委託によって行なってはならな 

 い 

３ 申請・届出、費用の請求等に係る手続きを適正に行い、健全な運営を損なう事の 

無いよう努める 

  ４ ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、利用者の心身の状況、服薬 

   状況、病歴、その置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの 

   利用状況等の把握に努めなければならない 

（事業の名称） 

第４条 事業を行なう事業所の名称および所在地は、次のとおりとする 

１ 名称：新松戸ロイヤル訪問看護ステーション 

２ 所在地：千葉県松戸市新松戸１丁目 412 番地 

（職員の職種、員数および業務内容） 

第５条 ステーションに勤務する職種、員数および職務内容は次のとおりとする 

１ 管理者：看護師又は保健師 1 名 

 管理者は、常勤かつ専任とし、ステーションの従業者および業務の管理監督を一元 

 的に行い、適切な事業の運営を行なわれるように統括する。ただし、ステーション 
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 の管理上支障がない場合には、ステーションの他の職務に従事し、他の事業所、 

施設等の職務に従事できる 

２ 看護職員：ステーションに勤務する保健師、看護師、准看護師は常勤換算で 2.5 

 名以上となるように配置する。なお、1 名は常勤でなければならない。看護職員は、 

 訪問看護計画書および報告書を作成し、訪問看護を担当する 

 ※健康保険法に基づく訪問看護ステーションは助産師を配置することができる。 

３ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士：ステーションの実情に応じた適当数を配 

 置する。理学療法士または作業療法士、言語聴覚士は、訪問看護師と連携して訪問 

 看護計画書および報告書を作成し、訪問看護（在宅における看護業務の一環として 

 のリハビリテーション）を担当する 

４ 事務職員：必要な事務を行なう 

（営業日および営業時間） 

第６条 ステーションの営業日および営業時間等は、事業者の職員就業規則に準じて定め  

   るものとする 

１ 営業日：月曜日から土曜日までとする 

 日曜、祝祭日および年末年始（12 月 30 日～1 月 3 日）を除く 

２ 営業時間：午前 9 時から午後 5 時 00 分までとする。ただし、土曜日は午後 12 時 

      00 分までとする 

  ３ 電話等により、24 時間常時連絡相談、必要に応じ訪問が可能な体制とする 

（訪問看護の提供方法） 

第７条 訪問看護の提供方法は、次の通りにする 

 １）訪問看護の利用希望者がかかりつけ医の医師に申し込み、医師が交付した訪問 

 看護指示書に基づいて、訪問看護計画書を作成し、訪問看護を実施する 

 ２）利用希望者または家族からステーションに直接申し込みがあった場合は、かか 

 りつけ医に訪問看護指示書の交付を求めるよう指導する 

 ３）利用希望者に主治医がいない場合は、ステーションから区市町村医師会あるい 

 は保健福祉センター等に調整を求め対応する 

２ 指定居宅サービス該当する訪問看護の提供方法は、次の通りとする 

 １）訪問看護の利用希望者の被保険者証により被保険資格、要介護認定または要支 

 援認定（以下「要介護認定等」という。）の有無、要介護認定等の有効期間を確認し 

 被保険者証に介護保険法第７３条第２項に規定する介護認定審査会の意見が記載 

 されている場合はその意見に配慮して訪問看護を提供する 

 ２）介護予防または居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った 

 訪問看護を提供する。なお、利用者が介護予防サービスまたは居宅サービス計画の 

 変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者または居宅介護支援 

 事業所への連絡、その他必要な援助を行なう 

 ３）訪問看護の提供に際し要介護認定等を受けていない利用者申し込みには、要介 

 護認定等の申請がすでに行なわれているか否かを確認し、行なわれていない場合 

 には、利用者の意思を踏まえて、速やかに申請が行なわれるよう必要な援助を行な 

 うものとする 

３ 訪問看護医療 DX 情報活用について、次の通りとする 

 電子情報処理組織の使用による請求を行い、健康保険法第３条第１３項に規定する 

電子資格確認を行う体制を有し、居宅同意取得型のオンライン資格確認等のシステ 

ムを通じて利用者の十分な情報を取得し、当該情報を活用し質の高い医療を提供す 

る 
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 （利用時間及び利用回数等） 

第８条 健康保険法に基づくステーションが行なう訪問看護の実施時間は、３０分以上１ 

   時間３０分を標準とし、２時間は超えないものとする 

２ 健康保険法に基づくステーションが行なう訪問看護の利用日数は、週３回を限度 

 とする。但し、厚生労働大臣が定める疾病等の患者及び急性増悪等により特別指示 

 書の交付された利用者は除く 

３ 前２項に規定に関わらず、介護予防サービスまたは居宅サービス計画に基づく訪 

 問看護に係る利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする（訪問看護 

 の内容） 

第９条 ステーションの訪問看護の内容は次の通りとする 

    １）病状・障害の観察 

    ２）清拭・洗髪等による清潔の保持 

    ３）食事・排泄等日常生活の世話 

    ４）褥創の予防・処置 

    ５）リハビリテーション 

    ６）ターミナルケア 

    ７）認知症患者の看護 

    ８）療養生活や介護方法の指導 

    ９）カテーテル等の管理 

    １０）その他医師の指示による医療処置 

 （利用料） 

第１０条 ステーションは、訪問看護の基本利用料として介護保険法及び健康保険法に 

規定する厚生労働大臣が定める基準の額の支払いを利用者から受けるものとする

なお、当該訪問看護が法定代理受領サービスに該当するときは、保険負担割合に

応じた額とする 

   ２ ステーションは、基本利用料のほか、看護師等の訪問看護の提供が、次の各号 

    に該当する場合には、その他の利用料として別表の額を利用者から受けるものと 

    する 

    １）１回の訪問看護が、2 時間を超えるとき 

    ２）介護予防サービスまたは居宅サービス計画上の訪問看護時間を超過して訪問 

    看護を行なった場合（但し、介護予防サービスまたは居宅サービス計画の修正が 

    できない場合に限る） 

    ３）介護保険における緊急時訪問看護加算契約以外の緊急に訪問を行なった場合 

    ４）介護保険支給限度額を越え訪問看護を利用した場合 

５）訪問看護と連続して行なわれる死後の処置 

    ６）医療保険における土曜日の午後・日・祭日・年末年始の緊急訪問以外の訪問 

    ７）定期訪問時間までに連絡なく、訪問看護サービスをキャンセルした場合 

    ８）おむつ等を使用した場合などのその他の費用 

   ３ ステーションは、実費負担の利用料として、訪問看護に必要な交通費を利用者 

から受けるものとする 

但し、介護保険適用者に係る交通費は通常の事業の実施 

地域を超えて行なう訪問看護に限るものとし、自動車を使用の場合は、次の額を 

徴収する 

    １）ステーションから２km 以内       ５００円 

    ２）ステーションから４km 以内       ７５０円 
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    ３）ステーションから６km 以内       １，０００円 

    ４）ステーションから８km 以内       １，２５０円 

    ５）ステーションから１０km 以内      １，５００円 

   ４ ステーションは、前３項に係る利用料の支払いを受けた時は、基本利用料とそ 

    の他の利用料（個別の費用毎に区分する）について記載した領収書を交付するも 

    のとする 

   ５ ステーションは、訪問看護の提供の開始に際し、利用者またはその家族及び身 

    元引受人に対し、基本利用料及びその他の利用料の内容・金額等について説明し、 

    その理解を得るとともに、通常業務を行なう地域以外の地域についての訪問看護 

    に係る交通費の徴収に関しては、予め文書による同意を得なければならないもの 

    とする 

   （注）法定代理受領サービス（省令第３７号第２条第５号規定） 

       法第４１条第６項(法第５３条第４項において準用する場合も含む）の規定 

      する居宅介護予防サービス費または居宅介護サービス費が利用者に代わり当 

      該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅予防サービス費また 

      は居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう 

       利用料金表で表示する場合は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問 

      看護と法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護とを明確に区分し、 

      誤解を与えないようにすること 

 （通常の事業の実施地域） 

第１１条 ステーションが訪問看護の提供を行なう通常の地域は、松戸市内とする 

 （緊急時における対応方法） 

第１２条 看護師等は、訪問看護を実施中に利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じ 

    たときは、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行なうこととする 

主治医に連絡が取れない場合は、緊急搬送等の必要な処置を講じるものとする 

   ２ 看護師等は前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主 

    治医に報告しなければならない 

 （苦情処理に対する措置） 

第１３条 指定訪問看護事業所は、提供した指定訪問看護に係る利用者からの苦情に迅速  

    にかつ適切に対応するために、必要な措置を別紙のとおり講じることとする 

   ２ 提供した指定訪問看護等にかんし、市町村が行う文書その他の物件の提出若し

くは提示の求め又は当該市町村の職員の質問若しくは照会に応じ、及び市町村が

行う調査委に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該

指導又は助言に従って必要な改善を行う 

   ３ 提供した指定訪問看護等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う

調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場

合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う 

   ４ 提供した指定訪問看護等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣

する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう

努める 

（虐待防止に関する事項） 

第１４条 事業所は、虐待発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講       

    じるものとする     

    １）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その

結果について、看護師等に周知徹底を図る 
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    ２）虐待の防止のための指針を整備する 

    ３）看護師等対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する 

    ４）前 3 号に掲げる措置を適切に行うための担当者を、管理者とする 

   ２ 事業所は、サービス提供に宙に、当該事業省従事者又は養護者（利用者の家族 

    等高齢者を現に擁護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場 

    合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする 

（身体拘束等の原則禁止） 

第１５条 ステーションは、サービス提供にあたっては、利用者または他の利用者の生命 

または身体を保護するため緊急やむ得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の 

行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という）を行わない 

   ２ ステーションは、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人または家族に対 

    し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及 

    び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載 

することとする 

 （事故発生時の対応） 

第１６条 ステーションは、指定訪問看護に係る安全管理の為の体制を確保する 

２ 利用者に対する指定訪問看護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに 

市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者（介護予防に当たっては地域包括 

支援センター）等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる 

   ３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する 

   ４ 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う 

（業務継続計画の策定に関する事項） 

第１７条 事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者の対する指定訪問看護等   

の提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図る 

計画（以下「業務継続計画」という）を策定し、当該業務継続に従い、必要な措 

置を講じる 

   ２ 事業所は看護師等に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、 

必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする 

   ３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画 

の変更を行うものとする 

（感染症対策について） 

第１８条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の 

各号に掲げる措置を講じるものとする 

１）母体病院と連携を図りながら、事業所における感染症の予防及びまん延防止

のための対策を検討する委員会を（テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする）を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等

に周知徹底を図る 

２）事業所における感染症予防の及びまん延防止のための指針を整備する 

３）事業所において、看護師等に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研

修及び訓練を定期的に実施する 

（従業者の就業環境の確保について パワハラ.セクハラの防止） 

第１９条 事業所は、適切な指定訪問看護事業の提供を確保する観点から、職場において    

行われる性的な言動または優越的関係を背景とした言動であって業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境を害されることを防止するた

めの方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする 
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 （その他運営についての留意事項） 

第２０条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いの為のガイダンス」

を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする 

   ２ 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での看護サー

ビス提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供につい

ては必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする 

第２１条 ステーションは地域社会で重要な役割を担っていることを認識し、利用者およ 

    びその家族との良好な意思疎通を保持しつつ、職員の質的向上を図るために研 

    究・研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する 

    １）採用時研修 採用後３ヶ月以内 

    ２）継続研修 年１２回 

   ２ 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者またはその家族 

    の秘密を保持する 

   ３ 従事者であった者に業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させる 

    ため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者 

    との雇用契約の内容とする 

   ４ ステーションは、訪問看護に係る記録を整備し、これらの書類を訪問看護完了 

    後２年間保存しなければならない 

   ５ この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は開設法人とステーション 

    の管理者との協議に基づいて定めるものとする 

    付則 

     この規定は、平成１２年４月１日から施行する。 

     この規定は、平成２０年１月１日から一部改正施行する。 

     この規定は、平成２６年４月１日から一部改正施行する。 

     この規定は、平成３０年４月１日から一部改正施行する。 

     この規定は、令和元年１０月１日から一部改正施行する。 

     この規定は、令和２年８月１日から一部改正施行する。 

     この規定は、令和４年８月１日から一部改正施行する。 

     この規定は、令和５年 7 月１４日から一部改正施行する。 

     この規定は、令和６年６月１日から一部改正施行する。 

この規定は、令和６年１２月１日から一部改正施行する。 

この規定は、令和７年１月１日から一部改正施行する。 

この規定は、令和８年１月５日から一部改正施行する。 

この規定は、令和８年６月１日から一部改正施行する。 
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利 用 料 金 表 
（令和 ８年 ６月 １日現在） 

 

【介護保険の法定利用料および利用者負担】 
１．訪問看護料金 

時  間 
介護給付費 
単位数 

法定利用料 
（×１０．７０） 

利用者負担金 

要介護 

介護保険負担

割合証の記載

負担割合 

２０分未満(夜・朝・深夜のみ）  ３１４単位 ３.３５９円 

３０分未満 ４７１単位 ５.０３９円 

３０分から１時間未満 ８２３単位 ８.８０６円 

１時間以１時間半未満 １１２８単位 １２.０６９円 

要支援 

２０分未満(夜・朝・深夜のみ）  ３０３単位 ３.２４２円 

３０分未満 ４５１単位 ４.８２５円 

３０分から１時間未満 ７９４単位 ８.４９５円 

１時間以１時間半未満 １０９０単位 １１.６６３円 

※交通費は、通常の訪問看護地域の場合所定単位数に含まれます 
※早朝(６時～８時）夜間(１８時～２２時）は２５％増、深夜(２２時～６時）５０％増 
※准看護師が訪問の場合は、所定単位数の９０％となります 
 
 理学療法士による訪問看護 

時  間 
介護給付費 
単位数 

法定利用料 
（×１０．７０） 

利用者負担金 

要介護 

介護保険負担

割合証の記載

負担割合 

１回２０分 ２９４単位 ３.１４５円 

２回まで４０分 ５８８単位 ６.２９１円 

３回まで６０分（294 単位×3×90％） ８.４９３円 

要支援 

１回２０分 ２８４単位 ３.０３８円 

２回まで４０分 ５６８単位 ６.０７７円 

３回まで６０分（284 単位×3×50％） ４.５５８円 

 ※理学療法士によるリハビリは 1 回 20 分とし、1 週間に 6 回を限度とします 
 ※３回以上は所定単位の９０/１００となります。（要支援の場合は５０/１００） 
 ※理学療法士による訪問は、看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心とした 
  ものであり、看護職員の代わりにさせる訪問となります 

 
 
 

２．加算料金 

内  容 
介護給付費 
単位数 

法定利用料 
（×１０．７０） 

利用者負担金 

緊急時訪問看護加算（Ⅰ）（月１回） ６００単位 ６.４２０円 
介護保険負担割

合証の記載負担

割合 
（１割から３割） 

緊急時訪問看護加算（Ⅱ）（月１回） ５７４単位 ６.１４１円 

特別管理加算（Ⅰ）（月１回） ５００単位 ５.３５０円 

特別管理加算（Ⅱ）（月１回） ２５０単位 ２.６７５円 

ターミナルケア加算（適応時） ２５００単位 ２６.７５０円 
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看護体制強化加算（Ⅰ）（月１回） ５５０単位 ５.８８５円 

看護体制強化加算（Ⅱ）（月１回） ２００単位 ２.１４０円    

介護予防体制強化加算 １００単位 １.０７０円    

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

（毎回） 

６単位 ６４円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

（毎回） 

３単位 ３２円 

退院時共同指導加算（月１～２回） ６００単位 ６.４２０円 

初回加算（Ⅰ）（月 1 回） ３５０単位 ３.７４５円 

初回加算（Ⅱ）（月 1 回） ３００単位 ３.２１０円 

長時間訪問加算（１回につき） ３００単位 ３.２１０円 

複数名訪問看護加算（Ⅰ） 

   ３０分未満（１回につき） 

   ３０分以上（１回につき） 

 

２５４単位 

４０２単位 

 

２７４９円 

４３０１円 

複数名訪問看護加算（Ⅱ） 

   ３０分未満（１回につき） 

   ３０分以上（１回につき） 

 

２０１単位 

３１７単位 

 

２１５０円 

３３９１円 

介護職員等処遇改善加算 

（1 月につき） 

所定単位×１８/１０００ 

×１０.７０円 

※「緊急時訪問看護加算」の同意を得て、臨時訪問時を行なった場合訪問看護に要した時

間に応じ、訪問看護料金が発生いたします。また、１月以内の２回目以降の緊急時訪

問については、早朝・夜間・深夜の訪問看護に関わる加算がつきます 

※「特別管理加算」は、厚生労働大臣が定める状態にある者（医療機器等を使用する者等）

として定められている利用者に行われる管理のことです 

①特別管理加算（Ⅰ）在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態や留置カテーテル

等を使用している状態 

②特別管理加算（Ⅱ）在宅酸素療法指導管理を受けている状態や真皮を越える褥瘡の

状態等 

※ 特別管理加算、緊急時訪問看護加算、看護体制強化加算、サービス提供体制加算、タ

ーミナルケア加算は区分支給限度額の算定対象外となります 

※  看護体制強化加算、サービス提供体制強化加算は、厚生労働省の基準に適した施設に

対する加算です 

※  長時間訪問看護加算により、１時間半以上の訪問看護が可能となります 

※「ターミナルケア加算」はご自宅で行われる終末期の看護のことです 

※ 複数名訪問看護加算（Ⅰ）は２人の看護師等が同時に訪問看護を行なう場合 

  複数名訪問看護加算（Ⅱ）は看護師等と看護補助者が同時に訪問看護を行なう場合をい

います 

 

【介護保険法定外の利用料】 

１．交通費：通常の実施地域を超えて訪問看護を行った場合、交通費の実費をご負担して 

      いただきます 

      自動車を使用した訪問の場合、２ｋｍ未満５００円/回 ２ｋｍ毎に２５０円 

      加算されます 

２．介護保険支給限度額を越えた訪問看護利用料は、１０割負担となります 
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３．ケアプラン上の訪問看護時間を超過した場合の訪問看護利用料 

営業時間内３０分毎に、１,０００円 （１５分超過から適応となります） 

    営業時間外３０分毎に、２,０００円 

３．緊急時訪問看護加算に同意していない方へ、計画外の訪問看護料金は１０割相当の法定 

利用料額とさせていただきます   

５．死亡時の看護 

  死亡時のご遺体のお世話等  実費２０,０００円（税込み） 

６．その他の費用 

  おむつ等を使用した場合、実費相当額をいただきます 

※ 訪問看護は医師の指示に基づいて実施されるものであり、１ヶ月～６ヶ月の有効期限とし

『訪問看護指示書』が発行されます。その際、主治医の医療機関において利用者一部負担金

が発生いたしますことをご了承ください 
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利 用 料 金 表（令和８年６月１日現在） 

 

基

本

利

用

料 

１割負担 
月の初日 2,166 円 ◎訪問看護に関る費用の額 

訪問看護基本療養費、訪問看護管理療養費、訪問看

護情報提供療養費、訪問看護ターミナル療養費 

◎准看護師が訪問した場合は減額 

２日目以降 856 円 

２割負担 
月の初日 4,332 円 

２日目以降 １,712 円 

３割負担 
月の初日 6,498 円 

２日目以降 2,568 円 

◎ 週の４回目以降の場合、基本利用料の増額があります 

◎ 緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門、人工膀胱の専門の研修を受けた看護師と共同した場合 12,850 円（月

1回限度）  

◎ 訪問看護基本療養費Ⅲ：一時外泊中の訪問看護 8,500 円（1 回、ただし厚生労働大臣が定める疾患

等は 2回） 

◎ 要件を満たし、施設基準に達した場合には、月の初日の訪問看護管理療養費が下記となります 

◎ その他、利用者の状態や指導実施時に下記の加算が生じます 

そ

の

他

の

利

用

料 

①交通費  ２ｋｍ以内  ５００円/1 回 

②時間延長        1,000 円/30 分 

③休 日         １,000 円/１回 

④エンゼルケア        20,000 円      
⑤保険対象外         10 割相当額 

⑥おむつ代等        実 費 

⑦キャンセル料        1 回料金 

※２ｋｍ増す毎に、２５０円増額 

※訪問時間が 90分を超えた場合 

※土曜日の午後・日・祭日・年末年始 

※ご自宅で亡くなった時のお清めのケア 

※週 3日以上の訪問看護等が生じた場合 

 

【訪問看護療養費の内訳】（単位：円） 

月の初日   2 日目以降  週 4回目以降    

1）訪問看護基本療養費   5,550    5,550     6,550      

2）訪問看護管理療養費   7,710    ３,010     3,010      

3）緊急対応体制加算     6,520  

4）ベースアップ評価料    1,830（令和 9年 6月からは 2,880） 

5）医療 DX情報活用加算    50                                      

                         21,660     8,560      9,560 

 ※1 月当たりの訪問日数や同一建物に居住する利用者の人数に応じ、訪問看護基本療養費

の変更があり、変更になる場合は、その都度ご案内いたします 

 ※施設基準の要件を満たした場合には、月の初日の訪問看護管理療養費が下記となり、 

    基準を満たし変更になる場合は、その都度ご案内いたします 

機能強化型訪問看護管理療養費１   13,760 円 

機能強化型訪問看護管理療養費２   10,460 円 

機能強化型訪問看護管理療養費３・４  9,030 円 

 
※利用者の状態や指導・援助等により加算されるもの 

6）夜間・早朝、深夜加算   夜間（午後 6時～午後 10 時）早朝（午前 6時～8時） 

2,100 円/回 

                 深夜（午後 10 時～翌朝 6時） 4,200 円/回 

7）複数回訪問看護加算     一日 2回  4,500円    一日 3回以上  8,000 円 

8）複数名訪問看護加算     2 人訪問の必要がある場合 

   ４,500(看護師）：週 1回まで 

   ３,８00（准看護師）：週 1回まで 
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      ３,000/1 日 1回 6,000/1 日 2回 10,000/1 日 3回以上（看護補助者） 

：週 3回まで 

  ※6）7）８）の加算についても、1 月当たりの訪問日数や同一建物に居住する利用者の人

数に応じた変更があり、変更になる場合は、その都度ご案内いたします 

 

9）特別管理加算        １）重症度の高いもの         5,000 円/月 

   ２）それ以外のもの          2,500 円/月 

７）緊急時訪問看護加算     利用者又はその家族の求めに応じて、在療診医師の指示に 

                 基づく臨時訪問     

１）月 14日目まで          2,650 円/回 

２）それ以外のもの          2,000 円/回 

 

８）退院時共同指導加算                     ８,000 円/初回訪問時 

９）退院支援指導加算      退院日の訪問看護     退院日翌日以降の初回訪問時 

１）6,000 円 

２）8,４00 円/90 分以上の長時間の訪問を要する場合 

10）在宅患者連携指導加算    医療機関関係者等の情報交換と指導   3,000 円/月１回 

11）在宅患者緊急時等カンファレンス加算                2,000 円/月２回ま

で 

12）訪問看護ターミナルケア療養費                    ２５,000 円 

13）   

    

14）長時間訪問看護      １回の訪問看護の時間が９０分を超えた場合 5,２00/週 

15）乳幼児（3歳未満）幼児（3歳以上 6歳未満）加算           1,400 

16）訪問看護情報提供療養費  １）当該市町村からの求めに応じた情報提供 1,500/月 

                 ２）当該義務教育諸学校からの求めに応じた情報提供 

                                     1,500/月 

 

                               ３）保険医療機関等に入院又は入所する利用者の情報提供 

                                                                          1,500/月 

 

17）看護・介護職員連携強化加算 喀痰吸引等の業務を行なう介護職員の支援    
                                   ２,000/月 

18）訪問看護医療情報連携加算 ICT を用いた医療情報の連携       １,000/月 
  ※算定基準要件を満たし、ＩＣＴを用いた多職種と医療情報の連携を行った場合の 

加算となり、その都度ご案内いたします 

       
※特別管理加算の対象の方 

１）重症度の高いもの：在宅悪性腫瘍患者指導管理・在宅気管切開患者指導管理・気管カニュー

レを使用している状態にある者、留置カテーテルを使用している状態に

ある者 

２）それ以外のもの：在宅自己腹膜灌流指導管理・在宅酸素療法指導管理・在宅中心静脈栄養指

導管理・在宅経管栄養指導管理・在宅自己導尿指導管理・在宅人工呼吸指

導管理・ 

           在宅自己疼痛患者指導管理・在宅肺高血圧症患者指導管理・在宅難治性皮

膚疾患処置指導管理・ドレーンチューブを使用している状態、人工肛門・

人工膀胱設置している状態の利用者、在宅患者訪問点滴注射管理指導料算

定者・重度の褥瘡（真皮を超える褥瘡の状態）  

※身障手帳をお持ちの方、特定疾病の認定の方、負担金や負担金の上限額に違いがありますので
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ご確認ください。 

※確定申告時、医療費控除の対象になりますので、領収書は大切に保管してください。 

※訪問看護指示書料について訪問看護実施する場合は、主治医が発行する『訪問看護指示書』『特

別訪問看護指示書』が必要です。指示書発行があった場合は主治医の医療機関よりその自己負

担分が請求されることをご了承ください 

 

 

 

 

個 人 情 報 使 用 同 意 に つ い て  

 

１．使用目的および範囲 

（１）利用者および家族への心身の状況説明や、看護記録・訪問看護計画作成・訪問看

護報告書作成等、訪問看護の提供のため、必要に応じて使用いたします。 

（２）訪問看護指示書に基づいて提供される、訪問看護の内容等に関する主治医との連

絡調整・報告に使用いたします 

（３）利用者のための居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施

される、サービス担当者会議・介護支援専門員と事業者の連絡調整・区市町村へ

の連絡等において、必要な場合に使用いたします 

（４）審査支払い機関等へのレセプト提出 

（５）良質な看護を提供するための研究、学会発表等に使用いたします。 但し、使用

の際には、個人が特定されないよう配慮いたします 

（６）学生・研修生が実習するために必要な、最小限の情報を使用いたします。 但し、

実習記録等に関しては、個人が特定されないよう配慮いたします 

 

２．条 件 

（１）個人情報の使用は必要最小限の範囲とし、その使用にあたっては、関係者以外の

者に漏れることのないよう細心の注意を払うこと 

（２）個人情報を使用した会議・相手方・内容等の経過を記録しておくこと 

（３）使用する個人情報の内容には、必要に応じて利用者に関係する家族等も含まれる

こと。 

 

 

苦情窓口 
    

利用者に提供されたサービスに苦情がある場合は、事業所、介護支援専門員、区市町村等

に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。 

 担  当 電  話 ＦＡＸ 

事業所  所長 関屋 博子  047-344-8540 047-309-8240 

松戸市  福祉長寿部介護保険課 047-366-7370    

千葉県 千葉県国民保険連合会 047-254-7428  

 


